
公�

費�

保�

険�

料�

施設サービス�
の場合�

在宅サービス�
の場合�

国の負担金�
20.0％�

栃木県の�
負担金�
17.5％�

栃木県の�
負担金�
12.5％�

国の負担金�
25.0％�

上三川町の�
負担金�
12.5％�

上三川町の�
負担金�
12.5％�

第1号被保険者�
（65歳以上の人）�

19.0％�

第1号被保険者�
（65歳以上の人）�

19.0％�

第2号被保険者�
（40～64歳の人）�

31.0％�

第2号被保険者�
（40～64歳の人）�

31.0％�
公�

費�

保�

険�

料�

特
保
険
料
は

制
度
を
支
え
る

貴
重
な
財
源
で
す

介
護
保
険
で
は
、
原
則
と
し
て
１
割
の
負
担
で
サ
ー
ビ
ス

を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
サ
ー
ビ
ス
の
給
付（
９
割
）

に
必
要
な
財
源
は
、
半
分
を
公
費
（
国
、
県
、
町
の
税
金
）

で
、
残
る
半
分
を
保
険
料
で
ま
か
な
っ
て
い
ま
す
（
円
グ
ラ

フ
参
照
）。

こ
の
う
ち
、
４０
か
ら
６４
歳
の
人
は
３１
％
を
、
６５
歳
以
上
の

人
は
１９
％
を
、
保
険
料
と
し
て
負
担
し
て
い
た
だ
い
て
い
ま

す
。
一
人
ひ
と
り
の
保
険
料
が
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
支
え
る
貴

重
な
財
源
と
な
っ
て
い
ま
す
。

集介
護
や
日
常
生
活
の
支
援
が
必
要
に
な
っ
た
と
き
に

必
要
な
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
、
住
み
慣
れ
た
地
域
で

自
分
ら
し
く
い
き
い
き
と
生
活
が
で
き
る
よ
う
に
、

国
民
み
ん
な
で
支
え
合
う
の
が
介
護
保
険
制
度
で
す
。

今
回
は
、
シ
リ
ー
ズ
で
も
連
載
し
て
い
る
、

介
護
保
険
制
度
の
仕
組
み
と
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
お
伝
え
し
ま
す
。

ああ
なな
たた
をを
支支
ええ
るる

介介
護護
保保
険険

第
２
号
被
保
険
者

（
４０
〜
６４
歳
の
人
）の

介
護
保
険
料

保
険
料
と
納
め
方

保
険
料
の
額
や
納
め
方
は
、
加
入
し
て
い
る
医
療
保
険
に

よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。

・
職
場
の
医
療
保
険
な
ど
に
加
入
し
て
い
る
人
は

�
医
療
保
険
分
と
い
っ
し
ょ
に

給
与
な
ど
か
ら
差
し
引
か
れ
ま
す
。

・
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
人
は

�
医
療
保
険
分
と
合
わ
せ
た

国
民
健
康
保
険
税
と
し
て

世
帯
主
が
納
め
ま
す
。

の険保護介の町川三上

成構源財
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生活保護を受けている�

本人が住民税を課税されている�

同じ世帯に住民税を納めている人がいる�

老齢福祉年金を受けている�

はい�

はい�

はい�

はい�

はい�

はい�

いいえ�

いいえ�

いいえ�

いいえ� いいえ�

いいえ�

本人の公的年金等収入額＋�
合計所得金額が80万円以下�

本人の合計所得金額が�
200万円以上�

第 1 段 階段 階 �
21,500円�
　　　　　（年額）�

第 2 段 階段 階 �
21,500円�
　　　　　（年額）�

第 3 段 階段 階 �
32,300円�
　　　　　（年額）�

第 4 段 階 �
43,000円�
　　　　　（年額）�

第 5 段 階段 階 �
53,800円�
　　　　　（年額）�

第 6 段 階段 階 �
64,500円�
　　　　　（年額）�

第 1 段 階 �
21,500円�
　　　　　（年額）�

第 2 段 階 �
21,500円�
　　　　　（年額）�

第 3 段 階 �
32,300円�
　　　　　（年額）�

第 4 段 階 �
43,000円�
　　　　　（年額）�

第 5 段 階 �
53,800円�
　　　　　（年額）�

第 6 段 階 �
64,500円�
　　　　　（年額）�

特集 あなたを支える介護保険

第１号被保険者（６５歳以上の人）の介護保険料
介護保険料を確認してみましょう（平成１８～２０年度：上三川町）

※災害などの特別な事情があるときは、申請により保険料が減額・免除、または徴収が猶予される場合があります。

※税制改正の影響で保険料の段階が上がった人（第１～３段階→第４段階、第１～４段階→第５段階となった人）に対しては、

平成１８・１９年度の保険料を軽減する措置があります。申請は必要ありません。

納

め

方

６５
歳
以
上
の
人
の
保
険
料
の
支
払
方
法

に
は
、
特
別
徴
収
と
普
通
徴
収
の
２
種
類

が
あ
り
ま
す
。
特
別
徴
収
が
原
則
と
な
っ

て
お
り
、
本
人
の
希
望
に
よ
る
選
択
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

特別徴収普通徴収
年
金
が
年
額
１８
万
円
以
上
で
も

普
通
徴
収
の
人
が
い
ま
す

年
度
の
途
中
で
、
�
６５
歳
に
な
っ
た
人
、

�
年
金
の
受
給
が
始
ま
っ
た
人
、
�
他
の

市
町
村
か
ら
上
三
川
町
に
転
入
し
た
人
、

�
年
金
の
現
況
届
け
を
期
限
ま
で
に
提
出

し
な
か
っ
た
人
は
、
年
金
の
額
が
１８
万
円

以
上
で
も
普
通
徴
収
と
な
り
ま
す
。

対

象

者

老齢（退職）年金、
遺族年金、障害年
金、老齢福祉年金
が年額１８万円以上
の人

特別徴収と
ならない人

支
払
方
法

支給を受けてい
る年金から、年金
支払いの際に、介
護保険料が差し引
かれます。

町から送付され
る納付書により、
銀行等でお支払い
いただきます。

保保
険険
料料
を

納
め
な
い
で

い
る
と
…

特
別
な
事
情
が
な
く
、
保
険
料
の
納

付
が
遅
れ
て
い
る
と
、
介
護
保
険
サ
ー

ビ
ス
を
利
用
す
る
時
に
、
滞
納
期
間
に

応
じ
て
次
の
よ
う
に
保
険
給
付
が
制
限

さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
保
険
料
は

納
め
忘
れ
の
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

�
１
年
以
上
滞
納
す
る
と

�
い
っ
た
ん
費
用
の
全
額
（
１０
割
）
を

支
払
い
、
後
で
９
割
が
給
付
さ
れ
る
扱

い
（
償
還
払
い
）
に
な
り
ま
す
。

�
１
年
６
か
月
以
上
滞
納
す
る
と

�
保
険
給
付
の
一
部
ま
た
は
全
部
が

差
し
止
め
に
な
っ
た
り
、
滞
納
し
て
い

た
保
険
料
と
相
殺
さ
れ
た
り
し
ま
す
。

�
２
年
以
上
滞
納
す
る
と

�
保
険
料
は
２
年
間
で
時
効
と
な
り
、

さ
か
の
ぼ
っ
て
納
め
る
こ
と
が
で
き
な

く
な
り
ま
す
。

滞
納
期
間
の
長
さ
に
応
じ
て
、
利
用

者
の
負
担
割
合
が
１
割
か
ら
３
割
に
引

き
上
げ
ら
れ
る
ほ
か
、
高
額
介
護
サ
ー

ビ
ス
費
の
支
給
が
受
け
ら
れ
な
く
な
り

ま
す
。
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�
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�
�
�

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

介
護
保
険
で
利
用
で
き
る
サ
ー
ビ
ス

（
平
成
１８
年
４
月
現
在
）

自
宅
で
利
用
す
る
サ
ー
ビ
ス

・
訪
問
介
護
（
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
）

・
訪
問
入
浴
介
護

・
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

自
宅
に
ヘ
ル
パ
ー
な
ど
が
訪
問
し
、
食

事
や
入
浴
な
ど
の
介
護
支
援
、
リ
ハ
ビ
リ

が
受
け
ら
れ
ま
す
。

・
訪
問
看
護

・
居
宅
療
養
管
理
指
導

看
護
師
、
医
師
な
ど
が
訪
問
し
、
診
療

の
補
助
、
薬
や
食
事
な
ど
療
養
上
の
管
理

が
受
け
ら
れ
ま
す
。

生
活
環
境
を
整
え
る
サ
ー
ビ
ス

・
福
祉
用
具
貸
与

・
福
祉
用
具
購
入
費
の
支
給

車
イ
ス
、つ
え
、ポ
ー
タ
ブ
ル
ト
イ
レ
、

入
浴
補
助
用
具
な
ど
が
利
用
で
き
ま
す
。

・
住
宅
改
修
費
の
支
給

住
宅
改
修
費
を
支
給
し
ま
す
。

事
前
に
申
請
が
必
要
で
す
。

施
設
で
利
用
す
る
サ
ー
ビ
ス

・
通
所
介
護
（
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
）

・
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン（
デ
イ
ケ
ア
）

・
短
期
入
所
生
活
介
護（
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
）

・
短
期
入
所
療
養
介
護
（
医
療
型
シ
ョ
ー

ト
ス
テ
イ
）

施
設
に
通
っ
た
り
宿
泊
し
た
り
し
て
、

介
護
や
リ
ハ
ビ
リ
、
必
要
な
医
療
な
ど
が

受
け
ら
れ
ま
す
。

・
特
定
施
設
入
所
者
生
活
介
護

有
料
老
人
ホ
ー
ム
な
ど
の
入
所
者
が
、

介
護
や
リ
ハ
ビ
リ
を
受
け
ら
れ
ま
す
。

施
設
に
入
所
す
る
サ
ー
ビ
ス

（
要
支
援
１
・
２
の
人
は
利
用
で
き
ま
せ
ん
）

・
介
護
老
人
福
祉
施
設
（
特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム
）

常
に
介
護
が
必
要
で
、
自
宅
で
の
介
護

が
困
難
な
人
が
対
象
で
す
。

・
介
護
老
人
保
健
施
設

病
状
が
安
定
し
、
リ
ハ
ビ
リ
に
重
点
を

置
い
た
介
護
が
必
要
な
人
が
対
象
で
す
。

・
介
護
療
養
型
医
療
施
設

急
性
期
の
治
療
が
終
わ
り
、
病
状
は
安

定
し
て
い
る
が
、
長
期
間
療
養
が
必
要
な

人
が
対
象
で
す
。

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス

・
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
（
グ
ル

ー
プ
ホ
ー
ム
）

認
知
症
の
高
齢
者
が
、共
同
で
生
活
を
し

な
が
ら
、介
護
や
リ
ハ
ビ
リ
を
受
け
ら
れ
ま

す
。要
支
援
１
の
人
は
利
用
で
き
ま
せ
ん
。

利
用
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
、
回
数
は
そ
の

人
の
状
態
（
要
介
護
度
）
に
よ
っ
て
異
な

り
ま
す
。

原
則
と
し
て
、
１
割
の
負
担
で
サ
ー
ビ

ス
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

た
だ
し
、食
費
、居
住
費
、そ
の
他
の
日

常
生
活
費
は
、
全
額
利
用
者
の
負
担
で
す
。

食
費
、居
住
費
の

負
担
軽
減

次
の
よ
う
な
人
は
、
入
所（
短
期
入
所
）

し
た
と
き
の
食
費
、
居
住
費
の
負
担
が
軽

く
な
り
ま
す
。

対
象
と
な
る
人

※
１

住
民
税
非
課
税
世
帯
の
人
（
３
ペ
ー
ジ

の
図
で
第
１
段
階
か
ら
第
３
段
階
に
な
る

人
）対

象
と
な
る
サ
ー
ビ
ス

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
、
医
療
型
シ
ョ
ー
ト

ス
テ
イ
、
施
設
に
入
所
す
る
サ
ー
ビ
ス

申
請
が
必
要
で
す

※
２

介
護
保
険
被
保
険
者
証
を
も
っ
て
、
保

険
課
介
護
保
険
係
窓
口
ま
で
お
越
し
く
だ

さ
い
。

す
で
に
負
担
軽
減
を
受
け
て
い
る
人
へ

６
月
３０
日
で
有
効
期
限
が
切
れ
ま
す
。

引
き
続
き
対
象
と
な
る
人
は
、
７
月
中
に

申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
１

第
４
段
階
以
上
の
人
で
も
、
次
の
�
か
ら

�
す
べ
て
に
あ
て
は
ま
る
人
は
軽
減
の
対
象
に

な
り
ま
す
。

�
世
帯
の
人
数
が
２
人
以
上

�
世
帯
の
年
間
収
入
か
ら
、
施
設
の
利
用
者
負
担

（
１
割
分
、
居
住
費
・
食
費
の
年
額
合
計
）
を
除

い
た
額
が
８０
万
円
以
下

�
世
帯
の
現
金
、
預
貯
金
等
の
合
計
額
が
４
５
０

万
円
以
下

�
日
常
生
活
に
必
要
な
資
産
以
外
に
活
用
で
き
る

資
産
が
な
い

�
保
険
料
を
滞
納
し
て
い
な
い

※
２

平
成
１８
年
１
月
１
日
現
在
、
上
三
川
町
に

住
所
が
無
か
っ
た
人
は
平
成
１８
年
度
住
民
税
非

課
税
証
明
書
も
お
持
ち
く
だ
さ
い
。
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上
三
川
町
役
場
の
窓
口�

利
用
者
（
利
用
者
の
家
族
）�

訪
問
調
査�

介
護
認
定
審
査
会
に
よ
る
審
査
判
定�

要
介
護
認
定�

ケアプラン作成依頼�サービス利用の手続き�

介護予防�

ケアプラン�

の作成�

介護予防�

サービス�

の利用�

介護�

サービス�

の利用�

ケアプラン�

の作成�

サービス�

事業者との�

打ち合わせ�

サービス�

事業者との�

打ち合わせ�

地域包括支援�

センター�

の窓口�

居宅介護支援�

事業者�

の窓口�

要支援者�

（要支援1・2）�

要介護者�

（要介護1～5）�

非該当�介護保険の給付は受けられません�

要介護認定の手続き�

「基本調査」�

コンピュータによる判定�

「特記事項」�

調査時、調査項目に関�

連して聞き取りした事項�

医師の�

意見書�

申請�1２�

特集 あなたを支える介護保険

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
に
は
？

�介
護
保
険
被
保
険
者
証
を
持
っ
て
、
保
険
課
介
護
保
険
係
窓
口
ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

申
請
で
は

●
本
人
の
状
況
を
簡
単
に
お
聞
き
し
ま
す（
詳
し
い
こ
と
は
訪
問
調
査
で
お
聞
き
し
ま
す
）。

●
訪
問
調
査
の
予
定
を
立
て
ま
す
。

●
主
治
医
の
先
生
の
名
前
を
お
聞
き
し
ま
す
。

●
要
支
援
１
・
２
、
要
介
護
１
か
ら
５
に
認
定
さ
れ
る
と
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

�介
護
保
険
で
は
、
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
な
ど
が
作
成
し
た
ケ
ア
プ
ラ
ン
（
１
か
月
に
ど
ん

な
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
か
計
画
し
た
も
の
）
に
添
っ
て
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
ま
す
。

ケ
ア
プ
ラ
ン
を
作
成
し
て
く
れ
る
事
業
者
は
次
の
と
お
り
で
す
。

▽
要
支
援
１
・
２
の
人
は
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

▽
要
介
護
１
か
ら
５
の
人
は
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

※
こ
の
表
に
は
載
せ
て
い
ま
せ
ん
が
、
町
外
の
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
も
利
用
で
き
ま
す
。

要
介
護
認
定
の
申
請
を
し
ま
し
ょ
う

ケ
ア
プ
ラ
ン
の
作
成
依
頼
を
し
ま
し
ょ
う

居
宅
介
護
支
援
事
業
者（
上
三
川
町
内
）（
平
成
１７
年
６
月
１
日
付
指
定
分
ま
で
）

▼
問
い
合
せ
先＝

保
険
課

介
護
保
険
係

�
�
９
１
０
２

上
三
川
町

地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
の
ご
紹
介

高
齢
者
や
町
民
の
皆
さ
ん
が
、
住

み
慣
れ
た
地
域
で
安
心
し
た
生
活
が

送
れ
る
よ
う
に
、
様
々
な
業
務
を
行

い
ま
す
。

上
三
川
町
の
要
支
援
１
・
２
の
人

の
ケ
ア
プ
ラ
ン
作
成
も
行
い
ま
す
。

職
員

●
社
会
福
祉
士

●
主
任
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー

●
保
健
師

主
な
業
務

●
総
合
相
談
・
権
利
擁
護

生
活
の
困
り
事
に
対
応
し
ま
す
。

●
包
括
的
・
継
続
的
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト

ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
へ
の
支
援
を
行

い
ま
す
。

●
介
護
予
防
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

介
護
予
防
の
ケ
ア
プ
ラ
ン
を
作
成

し
ま
す
。

▼
連
絡
先＝

上
三
川
町
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

上
三
川
５
０
８
２
ー
１
５

（
上
三
川
町
社
会
福
祉
協
議
会
内
）

�
�
５
５
１
３

事
業
者
名

住
所

電
話
番
号

上
三
川
町
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

上
三
川
５
０
８
２
‐
１
５

�
５
５
１
３

事
業
者
名

住
所

電
話
番
号

在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー

ト
ー
タ
ス
ホ
ー
ム

下
神
主
２
２
９
‐
６

�
２
２
２
０

上
三
川
町
社
会
福
祉
協
議
会

上
三
川
５
０
８
２
‐
１
５

�
３
１
６
６

在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー

友
愛
苑

上
三
川
１
６
３
６
‐
２

�
８
８
８
５

三
本
木
居
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー

三
本
木
４
１
１
‐
４

�
９
５
９
５

居
宅
介
護
支
援
事
業
所

夕
顔

し
ら
さ
ぎ
１
‐
４
２

�
２
０
０
７

居
宅
介
護
支
援
事
業
所

ふ
れ
あ
い

西
汗
１
５
３
３
‐
１
３

�
１
５
８
０

５ 広報かみのかわ １８．７．１


